
浜松市教育委員会規則第１号 

   浜松市教育職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則 

 

 （浜松市教育職員の給与に関する規則の一部改正） 

第１条 浜松市教育職員の給与に関する規則（平成２９年浜松市教育委員会規則第１３号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（扶養手当） （扶養手当） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 給与条例第１３条第２項の規定による扶

養親族には、次の各号のいずれかに該当す

る者は含まない。 

２ 給与条例第１３条第２項の規定による扶

養親族には、次の各号のいずれかに該当す

る者は含まない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 年額１３０万円以上の恒常的な所得が

あると見込まれる者 

(2) 年額１３０万円以上（満１８歳に達す

る日後の最初の４月１日から満２２歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者にあっては、年額１５０万円

以上）の恒常的な所得があると見込まれ

る者 

(3) （略） (3) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 給与条例第１７条第２項第１号に規定す

る運賃等相当額（以下「運賃等相当額」と

いう。）は、次項に該当する場合を除くほ

か、次の各号に掲げる普通交通機関等の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

３ 給与条例第１７条第２項第１号に規定す

る運賃等相当額（以下「運賃等相当額」と

いう。）は、次項に該当する場合を除くほ

か、次の各号に掲げる普通交通機関等の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 定期券を使用することが最も経済的か

つ合理的であると認められる普通交通機

関等 通用期間が算定基礎期間（給与条

例第１７条第７項に規定する算定基礎期

間をいう。以下同じ。）である定期券の価

額 

(1) 定期券を使用することが最も経済的か

つ合理的であると認められる普通交通機

関等 通用期間が算定基礎期間（給与条

例第１７条第５項に規定する算定基礎期

間をいう。以下同じ。）である定期券の価

額 



 (2)・(3) （略）  (2)・(3) （略） 

４ （略） ４ （略） 

第３２条 給与条例第１７条第２項第２号の

教育委員会規則で定める額は、次の各号に

掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定

める額とする。 

第３２条 給与条例第１７条第２項第２号の

教育委員会規則で定める額は、次の各号に

掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ

て、当該各号に定める額とする。 

(1) 給与条例第１７条第２項第２号アに該

当する職員 ２，０００円 

(1) 片道５キロメートル未満 ２，０００

円 

(2) 給与条例第１７条第２項第２号イに該

当する職員 ４，２００円 

(2) 片道５キロメートル以上１０キロメー

トル未満 ４，２００円 

(3) 給与条例第１７条第２項第２号ウに該

当する職員 ７，３００円 

(3) 片道１０キロメートル以上１５キロメ

ートル未満 ７，３００円 

(4) 給与条例第１７条第２項第２号エに該

当する職員 １万４００円 

(4) 片道１５キロメートル以上２０キロメ

ートル未満 １万４００円 

(5) 給与条例第１７条第２項第２号オに該

当する職員 １万３，５００円 

(5) 片道２０キロメートル以上２５キロメ

ートル未満 １万３，５００円 

(6) 給与条例第１７条第２項第２号カに該

当する職員 １万６，６００円 

(6) 片道２５キロメートル以上３０キロメ

ートル未満 １万６，６００円 

(7) 給与条例第１７条第２項第２号キに該

当する職員 １万９，７００円 

(7) 片道３０キロメートル以上３５キロメ

ートル未満 １万９，７００円 

(8) 給与条例第１７条第２項第２号クに該

当する職員 ２万２，８００円 

(8) 片道３５キロメートル以上４０キロメ

ートル未満 ２万２，８００円 

(9) 給与条例第１７条第２項第２号ケに該

当する職員 ２万５，９００円 

(9) 片道４０キロメートル以上４５キロメ

ートル未満 ２万５，９００円 

(10) 給与条例第１７条第２項第２号コに

該当する職員 ２万９，１００円 

(10) 片道４５キロメートル以上５０キロ

メートル未満 ２万９，１００円 

(11) 給与条例第１７条第２項第２号サに

該当する職員 ３万２，３００円 

(11) 片道５０キロメートル以上５５キロ

メートル未満 ３万２，３００円 

(12) 給与条例第１７条第２項第２号シに

該当する職員 ３万５，５００円 

(12) 片道５５キロメートル以上６０キロ

メートル未満 ３万５，５００円 

(13) 給与条例第１７条第２項第２号スに

該当する職員 ３万８，７００円 

(13) 片道６０キロメートル以上６５キロ

メートル未満 ３万８，７００円 

 (14) 片道６５キロメートル以上７０キロ

メートル未満 ４万２，２００円 



 (15) 片道７０キロメートル以上７５キロ

メートル未満 ４万５，７００円 

 (16) 片道７５キロメートル以上８０キロ

メートル未満 ４万９，２００円 

 (17) 片道８０キロメートル以上８５キロ

メートル未満 ５万２，７００円 

 (18) 片道８５キロメートル以上９０キロ

メートル未満 ５万６，２００円 

 (19) 片道９０キロメートル以上９５キロ

メートル未満 ５万９，６００円 

 (20) 片道９５キロメートル以上１００キ

ロメートル未満 ６万３，０００円 

 (21) 片道１００キロメートル以上 ６万

６，４００円 

第３４条 給与条例第１７条第２項第３号に

規定する同条第１項第３号に掲げる職員の

区分及びこれに対応する同条第２項第３号

に規定する通勤手当の額は、次に掲げると

おりとする。 

第３４条 給与条例第１７条第２項第３号に

規定する同条第１項第３号に掲げる職員の

区分及びこれに対応する同条第２項第３号

に規定する通勤手当の額は、次に掲げると

おりとする。 

(1) 給与条例第１７条第１項第３号に掲げ

る職員（普通交通機関等を利用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員

以外の職員であって、その利用する普通

交通機関等が通常徒歩によることを例と

する距離内においてのみ利用しているも

のであるものを除く。）のうち、自動車等

の使用距離が片道２キロメートル以上で

ある職員及び自動車等の使用距離が片道

２キロメートル未満であるが自動車等を

使用しなければ通勤することが著しく困

難である職員 同条第２項第１号及び第

２号 に定める 額（その 合 計額が ５ 万 

５， ０００円 を超える と きは、 ５ 万 

５，０００円） 

(1) 給与条例第１７条第１項第３号に掲げ

る職員（普通交通機関等を利用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員

以外の職員であって、その利用する普通

交通機関等が通常徒歩によることを例と

する距離内においてのみ利用しているも

のであるものを除く。）のうち、自動車等

の使用距離が片道２キロメートル以上で

ある職員及び自動車等の使用距離が片道

２キロメートル未満であるが自動車等を

使用しなければ通勤することが著しく困

難である職員 同条第２項第１号及び第

２号 に 定 める 額（ その 合 計 額が ６ 万 

６， ４ ０ ０円 を超 える と き は、 ６ 万 

６，４００円） 



(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第４２条 給与条例第１７条第７項に規定す

る教育委員会規則で定める期間は、次の各

号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道

等の区分に応じ、当該各号に定める期間と

する。 

第４２条 給与条例第１７条第５項に規定す

る教育委員会規則で定める期間は、次の各

号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道

等の区分に応じ、当該各号に定める期間と

する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

 第４３条の２ 通勤手当の支給は、職員が新

たに給与条例第１７条第１項の職員たる要

件を具備するに至った場合においては、そ

の届出の日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、通勤手当を支給されている職

員が離職し、死亡し、又は同項の職員たる

要件を具備しなくなった場合においては、

それぞれその者が離職し、死亡し、又は同

項の職員たる要件を具備しなくなった日の

属する月（これらの日が月の初日であると

きは、その日の属する月の前月）をもって

終わる。 

 ２ 通勤手当を受けている職員にその月額を

減額すべき事実が生じるに至った場合にお

いては、その事実が生じた日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）、増額すべき事実が生じる

に至った場合においては、その届出の日の

属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）から改定す

る。 

（住居手当） （住居手当） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 



（手当の支給日） （手当の支給日） 

第７０条 （略） 第７０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第４１条に規定する通勤手当は、第２９

条の規定により改定された日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の月）の給料の支給日に支給する。 

３ 第４１条に規定する通勤手当は、第２９

条の規定により改定された日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）の給料の支給日に支給す

る。 

別表第８（第２３条関係） 別表第８（第２３条関係） 

職務の級 調整基本額 

 （略） 

4級 12,700円 

 

 
 

職務の級 調整基本額 

 （略） 

4級 12,700円（給与条例別表第1の備

考の2に規定する職員にあって

は、12,900円） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市教育職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 浜松市教育職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成２９年浜松市教育委

員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（教員特殊業務手当）  （教員特殊業務手当） 

第２条 条例第４条第１項の教育委員会規則

で定める程度は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるところによる。 

第２条 条例第４条第１項の教育委員会規則

で定める程度は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 条例第４条第１項第１号の業務 同項

第３号に規定する週休日等（以下「週休

日等」という。）において業務に従事し

た時間が４時間以上（同項第１号ウの業

務にあっては、２時間以上）に及ぶもの

又はその他の日において業務に従事した

時間が正規の勤務時間（浜松市教育職員

の給与に関する条例（平成２９年浜松市

条例第３４号）第３条第１項に規定する

正規の勤務時間をいい、浜松市職員の勤

務時間その他の勤務条件に関する条例

（昭和３１年浜松市条例第２１号。以下

(1) 条例第４条第１項第１号の業務 同項

第３号に規定する週休日等（以下「週休

日等」という。）において業務に従事し

た時間が４時間以上（同項第１号ウの業

務にあっては、２時間以上）に及ぶもの

又はその他の日において業務に従事した

時間が正規の勤務時間（浜松市教育職員

の給与に関する条例（平成２９年浜松市

条例第３４号）第３条第１項に規定する

正規の勤務時間をいい、浜松市職員の勤

務時間その他の勤務条件に関する条例

（昭和３１年浜松市条例第２１号。以下



「勤務条件条例」という。）第９条第２

項又は第１０条の規定により勤務を要し

ないものとされた時間を除く。第３号及

び第４号において同じ。）を超えて４時

間以上（条例第４条第１項第１号ウの業

務にあっては、２時間以上）に及ぶもの 

「勤務条件条例」という。）第９条第２

項又は第１０条の規定により勤務を要し

ないものとされた時間を除く。第４号及

び第５号において同じ。）を超えて４時

間以上（条例第４条第１項第１号ウの業

務にあっては、２時間以上）に及ぶもの 

(2) 条例第４条第１項第２号及び第３号の

業務 その日において業務に従事した時

間が４時間以上に及ぶもの 

(2) 条例第４条第１項第２号の業務 その

日において業務に従事した時間が４時間

以上に及ぶもの 

 (3) 条例第４条第１項第３号の業務 その

日において業務に従事した時間が３時間

以上に及ぶもの 

(3) 条例第４条第１項第４号の業務 週休

日等において業務に従事した時間が引き

続き２時間以上に及ぶもの又は同項第４

号に規定する４時間勤務日等において業

務に従事した時間が正規の勤務時間を超

えて引き続き２時間以上に及ぶもの 

(4) 条例第４条第１項第４号の業務 週休

日等において業務に従事した時間が引き

続き３時間以上に及ぶもの又は同号に規

定する４時間勤務日等において業務に従

事した時間が正規の勤務時間を超えて引

き続き３時間以上に及ぶもの 

(4) （略） (5) （略） 

（手当の減額） （手当の減額） 

第５条 次の各号に掲げる場合における教員

特殊業務手当の額は、条例第６条の規定に

より、当該各号に定める額に減額して支給

する。 

第５条 次の各号に掲げる場合における教員

特殊業務手当の額は、条例第６条の規定に

より、当該各号に定める額に減額して支給

する。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 条例第４条第１項第４号に規定する業

務に従事した時間が１日において４時間

に満たない場合 当該業務に係る手当の

額に２分の１を乗じて得た額 

 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例施行

規則の一部改正） 

第３条 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例



施行規則（昭和４６年浜松市教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（教育職員の業務量の適切な管理等） （教育職員の業務量の適切な管理等） 

第３条の２ 教育委員会は、教育職員の健康

及び福祉の確保を図ることにより学校教育

の水準の維持向上に資するよう、教育職員

が業務を行う時間（公立学校の教育職員の

業務量の適切な管理その他教育職員の服務

を監督する教育委員会が教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために講ずべき措置に

関する指針（令和２年文部科学省告示第１

号）に規定する在校等時間をいう。以下同

じ。）から所定の勤務時間（浜松市職員の

勤務時間その他の勤務条件に関する条例

（昭和３１年浜松市条例第２１号。以下

「勤務条件条例」という。）第８条第１項

に規定する休日等に割り振られた正規の勤

務時間以外の正規の勤務時間をいう。以下

同じ。）を除いた時間を次に掲げる時間の

上限の範囲内とするため、教育職員の業務

量の適切な管理を行う。 

第３条の２ 教育委員会は、教育職員の健康

及び福祉の確保を図ることにより学校教育

の水準の維持向上に資するよう、教育職員

が業務を行う時間（公立学校の教育職員の

業務量の適切な管理その他教育職員の服務

を監督する教育委員会が教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために講ずべき措置に

関する指針（令和７年文部科学省告示第 

１１４号）に規定する在校等時間をいう。

以下同じ。）から所定の勤務時間（浜松市

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する

条例（昭和３１年浜松市条例第２１号。以

下「勤務条件条例」という。）第８条第１

項に規定する休日等に割り振られた正規の

勤務時間以外の正規の勤務時間をいう。以

下同じ。）を除いた時間を次に掲げる時間

の上限の範囲内とするため、教育職員の業

務量の適切な管理を行う。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和４６年法律第７７号）第５条の規定

により読み替えて適用する地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第５８条第

３項の規定により読み替えて適用する労働

基準法（昭和２２年法律第４９号）第３２

条の４の規定により教育職員を労働させる

場合には、当該教育職員についての第１項

及び第２項に規定する上限の適用について

４ 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和４６年法律第７７号）第５条第１項

又は第２項の規定により読み替えて適用す

る地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第５８条第３項の規定により読み替え

て適用する労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第３２条の４の規定により教育職

員を労働させる場合には、当該教育職員に

ついての第１項及び第２項に規定する上限



は、第１項中「４５時間」とあるのは  

「４２時間」と、「３６０時間」とあるの

は「３２０時間」と、第２項中「４５時

間」とあるのは「４２時間」とする。 

の適用については、第１項中「４５時間」

とあるのは「４２時間」と、「３６０時

間」とあるのは「３２０時間」と、第２項

中「４５時間」とあるのは「４２時間」と

する。 

５ （略） ５ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市学校運営協議会規則の一部改正） 

第４条 浜松市学校運営協議会規則（令和元年浜松市教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

（対象学校の運営に関する基本的な方針の

承認） 

（対象学校の運営に関する基本的な方針の

承認） 

第６条 校長は、教育課程の編成及び学校経

営に関する全体構想について、毎年度基本

的な方針を作成し、協議会の承認を得なけ

ればならない。 

第６条 校長は、教育課程の編成、公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法（昭和４６年法律第７７号）

第７条第１項に規定する業務量管理・健康

確保措置の実施及び学校経営に関する全体

構想について、毎年度基本的な方針を作成

し、協議会の承認を得なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の浜松市教育職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第

２条及び第５条の規定は、この規則の施行の日以後に従事する業務に係る教員特殊業務

手当について適用し、同日前に従事した業務に係る教員特殊業務手当については、なお

従前の例による。 

 

 

（あらまし） 

この規則は、地域手当、給料の特例措置の率及び通勤手当を改定する浜松市教育職員の



給与に関する条例の一部改正に伴うもののほか、所要の整備を行うものです。 


